
　

平
成
27
年
度
前
期
（
４
月
１
日
～

９
月
30
日
）
学
校
体
育
施
設
の
定
期

使
用
申
請
受
付
を
行
い
ま
す
。

▼�

受
付
期
間　

平
成
27
年
１
月
９
日

㈮
ま
で
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▼�

開
放
施
設　

体
育
館
（
市
内
小
・

中
学
校
）、
格
技
場
、
卓
球
場
、

小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

▼�

使
用
資
格　

市
内
に
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
方
10
人
以
上
で
構
成

さ
れ
、
か
つ
、
当
該
団
体
の
監
督

者
と
し
て
成
人
者
が
含
ま
れ
て
い

る
団
体

▼�

使
用
団
体
代
表
者
会
議　

平
成
27

年
１
月
22
日
㈭
午
後
７
時
～
中
央

公
民
館
ホ
ー
ル
※
代
表
者
は
必
ず

出
席
の
こ
と

▼�

申
込
方
法　

学
校
体
育
施
設
使
用

申
請
書
兼
免
除
申
請
書
、
学
校
体

育
施
設
使
用
団
体
登
録
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、申
込
む（
申

込
書
は
生
涯
学
習
課
に
用
意
ま
た

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）

▼�

そ
の
他　

施
設
を
破
損
し
た
場
合

は
、
団
体
の
責
任
に
お
い
て
現
状

復
帰
が
で
き
る
こ
と
。（
ス
ポ
ー

ツ
安
全
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

▼
体
育
施
設
開
放
時
間

※ 

体
育
館
に
つ
い
て
は
、
平
日
の
午

後
５
時
～
７
時
の
時
間
帯
は
ス

ポ
ー
ツ
少
年
団
な
ど
の
子
ど
も
を

対
象
と
す
る
団
体
の
み
利
用
可

※ 

郷
州
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
午
後

９
時
ま
で

※ 
黒
内
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
校
舎

増
築
・
改
修
工
事
の
た
め
体
育
館

の
開
放
を
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。（
工
事
期
間　

平
成

28
年
３
月
ま
で
の
予
定
）

※ 

使
用
希
望
日
が
重
複
し
た
場
合
は

生
涯
学
習
課
ま
た
は
代
表
者
会
議

で
調
整

▼�

申
込
・
問
合
先　

市
役
所
生
涯
学

習
課
ス
ポ
ー
ツ
Ｇ　

内
線
２
７
７

グ
ラ
ウ
ン
ド

卓
球
場

格
技
場

体
育
館

施
設

小
学
校

中
学
校

中
学
校

中
学
校

小
学
校

区
分

午
後
７
時
～
10
時

午
後
７
時
～
10
時

午
後
７
時
～
10
時

午
後
５
時
～
10
時

月
～
金
曜
日

開
放
時
間午

前
９
時
～
午
後
５
時

午
後
７
時
～
10
時

午
後
７
時
～
10
時

午
後
７
時
～
10
時

午
前
９
時
～
午
後
10
時

土
・
日
曜
日
、
祝
日

無
料

５
０
円

５
０
円

１
５
０
円

１
５
０
円

使
用
料

一
時
間
当
た
り

▼日　　時　　平成 27 年 1 月 18 日㈰・25 日㈰ 9:00 集合／ 9:30 試合開始

▼会　　場　　常総運動公園総合体育館

▼参加資格　　 市内在住・在勤・在学者で構成されたチーム／市体育協
会登録チームまたは市体育協会バスケットボール連盟の
招待チーム／審判およびオフィシャルが可能なチーム

　　　　　　　※ 参加チームは、平成 27 年 1 月 9 日㈮ 19:00 から市役
所大会議室で行う代表者会議および抽選会に必ず出席
すること

▼参 加 費　　4,000 円／チーム　※代表者会議で徴収

▼主　　催　　市教育委員会・市体育協会バスケットボール連盟

▼申込方法　　12 月 25 日㈭までに窓口または電話で申し込む

▼ 申込・問合先　　市役所生涯学習課　スポーツＧ　内線 277

市民バスケットボール大会  　　　　　　　　参加チーム募集！

広報もりや2014.12.1017

平
成
２７
年
度
前
期

学
校
体
育
施
設
開
放

定
期
使
用
申
請
受
付




